
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（平成一五年七月二五日法律第一二七号）（衆）   

一、提案理由（平成一五年七月一五日・衆議院本会議） 

○高橋一郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の

趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するため、

郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票をする

ことができる選挙人のうちみずから投票の記載をすることができないものとして政令で

定めるものについて、代理記載の制度を設けるほか、所要の規定の整備を行おうとする

ものであります。 

 その主な内容は、 

 第一は、郵便等投票の対象者の拡大についてであります。 

 現行法においては、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人は、身体障害

者福祉法第四条に規定する身体障害者または戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定す

る戦傷病者であるもので政令で定めるものとされております。 

 本案は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人として、介護保険法第七

条第三項に規定する要介護者であるもので政令で定めるものを加えることといたしてお

ります。 

 第二は、郵便等投票における代理記載制度の導入についてであります。 

 現行法においては、郵便等による不在者投票は選挙人がみずから投票の記載をするこ

ととされており、上肢障害、視覚障害等によりみずから投票の記載をすることができな

い者は事実上投票できない状態となっております。 

 本案は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で郵便等の方法により投

票をしようとするもののうちみずから投票の記載をすることができないものとして政令

で定めるものは、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た選挙権を有す

る者をして投票に関する記載をさせることができることといたしております。 

 また、不正投票等を防止するため、郵便等投票における代理記載において選挙人の指

示する候補者の氏名等の記載をしなかった等の場合には二年以下の禁錮または三十万円

以下の罰金に処することといたしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することといたしております。 

 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 

 なお、本案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を

求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。 

 本案は、本日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、



委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 なお、本委員会におきましては、本案に関し、選挙権行使の機会の拡充に関する決議

がなされましたことを申し添えます。 

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○決議（平成一五年七月一五日） 

 本委員会は、公職選挙法の一部を改正する法律案を提出することに決した。 

 本案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するため、

郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票をする

ことができる選挙人のうち自ら投票の記載をすることができない者について代理記載の

制度を設けるものである。 

 民主政治の確立のためには、すべての国民が選挙を通じて政治に参加するとともに、

選挙が公正かつ自由に行われることが不可欠である。 

 本委員会は、引き続き、すべての国民が選挙権行使の機会を確保できるよう検討を進

めていくとともに、この法律の施行後四年を目途として新法の施行状況等を勘案して検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 右、決議する。 

二、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（平成一五年七月一八

日） 

○沓掛哲男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選

挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するた

め、郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票を

することができる選挙人のうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で

定めるものについて、代理記載の制度を設けようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員

長高橋一郎君から趣旨説明を聴取した後、選挙権行使の機会の確保策、郵便等投票にお

ける代理記載制度の公正性担保等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年七月一七日） 

 政府は、選挙権が議会制民主主義の根幹をなすことにかんがみ、国民に投票の機会の

保障が確保されるよう、次の諸点につき特段の配慮を行うべきである。 

一、自宅から外出できない障害者、高齢者等の選挙権行使の機会確保に十全を期すため、

郵便等による不在者投票の拡充と併せ、選挙管理委員会の職員等が自宅を訪問して投



票を受け付ける巡回投票等についても、その導入を検討すること。 

二、情報化社会の進展に伴い、障害者、高齢者等、誰もが公平かつ容易に使用できるユ

ニバーサルデザインに基づいた電子投票システムを早急に確立すること。 

三、すべての国民について選挙権行使の機会が確保されるよう、本法の施行状況等を勘

案しつつ検討を行い、必要な措置を講ずること。 

 右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


